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平成２６年第２回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２６年６月１２日（木曜日） 

午前１０時０８分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期決定の件 

 第３ 諸般報告 

 第４ 議長報告 

 第５ 市政並びに教育行政報告 

 第６ 報告第６号 例月出納検査結果報告 

 第７ 報告第７号 例月出納検査結果報告 

第８ 報告第８号 例月出納検査結果報告 

 第９ 報告第９号 例月出納検査結果報告 

 第10 報告第10号 定期監査報告 

 第11 報告第11号 美唄市土地開発公社の

経営状況説明書提出の件 

 第12 報告第12号 株式会社美唄ハイテク

センターの経営状況説明書提出の件 

第13 報告第13号 株式会社ベル・カント

の経営状況説明書提出の件 

第14 報告第14号 繰越明許費繰越計算書

の件(美唄市一般会計) 

第15 承認第４号 専決処分の承認を求め

る件（美唄市税条例の一部を改正す

る条例） 

第16 議案第32号 美唄市非常勤消防団員

にかかる退職報償金の支給に関する

条例の一部改正の件 

第17 議案第33号 美唄市火災予防条例の

一部改正の件 

第18 議案第34号 美唄市役所出張所設置

条例廃止の件 

第19 議案第35号 美唄市手数料徴収条例

の一部改正の件 

第20 議案第36号 美唄市税条例の一部改

正の件 

第21 議案第37号 契約締結の件 

第22 議案第38号 損害賠償の額決定の件 

第23 議案第39号 美唄市字の名称及び区

域変更の件 

第24 議案第40号 平成26年度美唄市一般

会計補正予算(第１号) 

  

◎出席議員（１３名） 

  議 長  内馬場 克 康 君 

  副議長  五十嵐   聡 君 

   １番  倉 本   賢 君 

   ３番  谷 村 知 重 君 

４番  丸 山 文 靖 君 

５番  本 郷 幸 治 君 

   ６番  森 川   明 君 

   ７番  吉 岡 文 子 君 

８番  桜 井 龍 雄 君 

９番  金 子 義 彦 君 

   10 番  高 田 正 則 君 

   12 番  小 関 勝 教 君 

   13 番  土 井 敏 興 君 

 

◎欠席議員（１名） 

２番   長谷川 吉春 君 

 

◎出席説明員 

市     長   髙 橋 幹 夫 君 

副  市  長  藤 井 英 昭 君 

総 務 部 長  市 川 厚 記 君 

 市 民 部 長  竹 田   隆 君 
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 保健福祉部長兼福祉事務所長  山 崎 一 広 君 

 経 済 部 長  須 田 正 毅 君 

 都市整備部長  本 田 弘 明 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  後 藤 樹 人 君 

 総務部総務課長  佐 藤   崇 君 

 総務部総務課主査  置 田 孝 浩 君 

 

 教育委員会委員長  高 橋 泰 浄 君 

 教  育  長  早 瀬 公 平 君 

 教 育 部 長  伊 藤 敦 史 君 

  

選挙管理委員会委員長  竹 山 哲 郎 君 

選挙管理委員会事務局長  佐 藤   崇 君 

 

 農業委員会会長  西 川 芳 勝 君 

 農業委員会事務局長  吉 村 清 孝 君 

 

 監 査 委 員  山 口 隆 慶 君 

 監査事務局長  濱 砂 邦 昭 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  中 平 匡 司 君 

 次     長  三 上   忠 君 

 

午前１０時０８分 開会 

●議長内馬場克康君 ただいまより、本日を

もって招集されました平成 26 年第２回美唄

市議会定例会を開会いたします。 

 

●議長内馬場克康君 これより、本日の会議

を開きます。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

   ９番 金子義彦議員 

   10 番 高田正則議員 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、会期

決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日より６月 23日まで

の 12 日間とし、うち６月 13 日ないし６月 16

日、６月 19 日ないし６月 22 日を休会といた

したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第３、諸般

報告に入ります。 

 諸般報告については、朗読を省略いたしま

す。 

 諸般報告についてご質疑ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、諸般報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第４、議長

報告に入ります。 

 議長報告についても、朗読を省略いたしま

す。 

 議長報告について、ご質疑ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、議長報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第５、市政
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並びに教育行政報告に入ります。 

市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） おはようござい

ます。平成 26 年第２回市議会定例会に当たり

市政の主なものについて、ご報告申し上げま

す。 

初めに、平成 25 年度各会計決算概要につい

て申し上げます。各会計のうち、市立美唄病

院事業会計、水道事業会計及び工業用水道事

業会計は３月 31日をもって、また、一般会計、

市民バス会計、国民健康保険会計、下水道会

計、介護保険会計、介護サービス事業会計及

び後期高齢者事業会計は５月 31 日をもって

それぞれ出納を閉鎖いたしました。その概要

は、別紙のとおりであります。 

なお、一般会計におきましては、地方交付

税が予算額を下回ったものの、職員費や特別

会計支出金の執行減、更には効率的な事業執

行に努めたことなどから、翌年度に繰り越す

べき財源を除いた実質収支で 2 億 2,449万

3,584円の黒字決算となりました。 

今後におきましても、財政健全化計画を着

実に推進し、持続可能な行政運営に全力を挙

げて取り組んでまいります。 

次に、スクールバスの車検切れ運行につい

て申し上げます。去る４月８日に美唄市教育

委員会において運行管理しているスクールバ

ス１台について、平成 25年 11月５日から 155

日間のうち 86日にわたり、車検期間が満了し

ていることに気づかず運行していたことが判

明いたしました。車検切れとなった原因は、

市役所内部における車両管理及び整備業務の

確認の不徹底によるものであり、法令に基づ

き車両を管理する責務を有するものとして、

このことを大変重く受け止め、速やかに美唄

警察署及び北海道運輸局札幌運輸支局に報告

するとともに、この事実を公表したところで

あります。スクールバスを利用されている児

童・生徒の皆さんや保護者の皆様、市民の皆

様に対し、改めて心よりおわびを申し上げる

次第でございます。再発防止に向けては車両

整備に関する手順の改善やチェック体制の再

構築に取り組んだところであり、今後の安全

運航に万全を期してまいります。 

次に、財団法人美唄市振興公社の清算結了

について申し上げます。財団法人美唄市振興

公社は平成 16年３月 31日に解散し、清算業

務を行ってまいりましたが、去る３月 20 日に

清算を結了し、３月 31 日に清算結了登記を終

え、すべての事務処理が終了いたしました。 

なお、清算結了に伴う残余財産、現金 146

万 8,353 円及びスキー場施設等の固定資産

209万 2,462円は同公社寄附行為の規定に基

づき、美唄市に寄付されたところであります。 

次に、北海道中央コンピュータ・カレッジ

について申し上げます。職業訓練法人美唄情

報開発学園は、昨年の通常総会において学生

募集を停止し、本年５月 29 日に開催された総

会において同学園が運営する北海道中央コン

ピュータ・カレッジを在校生が卒業する平成

27年３月 31日付で閉校することを決定した

ところであります。なお、当該施設につきま

しては、公共または公共的施設として利用す

ることを条件に平成 23年４月、国から無償譲

渡を受けたことから今後その条件を踏まえ、

利活用策を検討してまいりたいと考えており

ます。 

以上申し上げまして報告を終わります。 
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●議長内馬場克康君 教育長。 

●教育長早瀬公平君（登壇） おはようござ

います。スクールバスの車検切れ運行につい

て申し上げます。ただいま、市長から市政報

告があったスクールバスの車検切れ運行につ

きまして、教育委員会からもご報告並びにお

わびを申し上げます。このたび判明いたしま

したスクールバスの車検切れによる運行につ

きましては、児童・生徒の安全を最優先とし

なければならない教育委員会といたしまして

はまことにざんきにたえないところであり、

多くの皆様に多大な不安とご迷惑をおかけし

たことを心より深くおわび申し上げます。 

教育委員会といたしましては、再発防止に

向け、スクールバスについては車検の発注も

含め、教育委員会が一元的に車両整備を担当

するとともに、運行委託業者や整備事業者と

の連絡調整をより確実に行うことにより、チ

ェック体制の強化を図るなど、業務全般にわ

たる見直しを行ったところであります。 

今後ともスクールバスにつきましては、安

全基準に基づいた運行を徹底してまいります。 

以上申し上げまして報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第６、報告

第６号例月出納検査結果報告ないし日程の第

10、報告第 10 号定期監査報告の以上５件を一

括議題といたします。 

これより本件について一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、報告第６号ないし報告第 10

号の以上５件を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 11、報告

第 11 号美唄市土地開発公社の経営状況説明

書提出の件を議題といたします。 

これより本件について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、報告第 11 号を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 12、報告

第 12 号株式会社美唄ハイテクセンターの経

営状況説明書提出の件及び日程の第 13、報告

第 13 号株式会社ベル・カントの経営状況説明

書提出の件の以上２件を一括議題といたしま

す。 

これより本件について一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、報告第 12 号及び報告第 13

号の以上２件を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 14、報告

第 14 号繰越明許費繰越計算書の件を議題と

いたします。 

これより本件について質疑を行ないます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、報告第 14 号を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 15、承認

第４号専決処分の承認を求める件を議題とい

たします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。

市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） ただいま上程さ

れました承認第４号専決処分の承認を求める

件について、提案理由をご説明申し上げます。 

本件は、専決第１号美唄市税条例の一部を

改正する条例について、地方自治法の規定に
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より、去る３月 31 日付けで専決処分を行った

ので報告し、その承認を求めるものでありま

す。 

専決処分を行った美唄市税条例の一部を改

正する条例は、地方税法の一部を改正する法

律、地方税法施行令の一部を改正する政令及

び地方税法施行規則の一部を改正する省令が

平成 26 年３月 31 日にそれぞれ公布され、一

部を除き平成 26年４月１日に施行されたこ

とに伴い、市民税、固定資産税、国民健康保

険税及び都市計画税について必要な改正を行

ったものであります。 

改正の主なものについて申し上げますと、

市民税では、地方法人税の創設に対応して、

法人税割の標準税率及び制限税率が引き下げ

られたことに伴う見直し、固定資産税では、

新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告につ

いて、耐震改修が行われた要安全確認計画記

載建築物等に対する減額措置の創設、国民健

康保険税では、２割又は５割減額措置に係る

軽減判定所得の算定方法の見直しのほか、法

の改正に伴う引用条項や条文の整理に必要な

改正を行ったもので、附則において、施行期

日及び経過措置を設けたものであります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 これより承認第４号に

ついて質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

本件は原案のとおり承認することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって承認第４号専決処分の承認を求める

件は、原案のとおり承認されました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 16、議案

第 32 号美唄市非常勤消防団員にかかる退職

報償金の支給に関する条例の一部改正の件な

いし日程の第 23、議案第 39 号美唄市字の名

称及び区域変更の件の以上８件を一括議題と

いたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

はじめに、議案第 32 号美唄市非常勤消防団

員にかかる退職報償金の支給に関する条例の

一部改正の件であります。 

本件は、消防団員等公務災害補償等責任共

済等に関する法律施行令の一部を改正する政

令が施行されたことに伴い、これに準じ、退

職報償金の支払額について、改正を行うもの

であります。 

次は、議案第 33 号美唄市火災予防条例の一

部改正の件であります。 

本件は、「消防法施行令の一部を改正する政

令」の公布により、対象火気器具等の取扱い

に関して、条例の基準が見直されたことから、

必要な改正を行うものであります。また、対

象火気器具等を使用する露店等を開設する場

合の届出についても必要な改正を併せて行う
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ものであります。 

次は、議案第 34 号美唄市役所出張所設置条

例廃止の件であります。 

本件は、平成 26年 8 月 31 日をもって東美

唄出張所の廃止に伴う条例廃止 並びに関係

条例の改正を附則において行うものでありま

す。 

 次は、議案第 35 号美唄市手数料徴収条例の

一部改正の件であります。 

本件は、戸籍事務の電算化をとり進めるに

当たり、磁気ディスクをもって調製された戸

籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の

全部又は一部を証明した書面について請求で

きることとされているため、別表に掲げる証

明書の手数料区分の変更を行うものでありま

す。また、戸籍の附票についても磁気ディス

クで調製することができることから文言を整

理するものであります。 

次は、議案第 36 号美唄市税条例の一部改正

の件であります。 

 本件は、地方税法等の一部を改正する法律、

地方税法施行令の一部を改正する政令及び地

方税法施行規則の一部を改正する省令が平成

26年 3 月 31日に公布され、一部を除き、平

成 26年 4月 1日付けで施行されたことに伴い、

必要な改正を行うものであります。 

改正の主なものについて申し上げますと、

軽自動車税に係る平成 27 年度以降に新規に

取得される 4輪車等の新車の税率を引き上げ

るほか、最初の新規検査から 13 年を経過した

3輪以上の軽自動車に対する重課の規定の新

設などを行ったものであります。 

 次は、議案第 37 号契約締結の件であります。 

本件は、美唄市生ごみ堆肥化施設建設工事

の施工について、一般競争入札（総合評価落

札方式）を行った結果、議案記載のとおり契

約を締結しようとするもので、「議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例」の規定により、議会の議決を求め

るものであります。 

次は、議案第 38号損害賠償の額決定の件 

であります。 

本件は、平成 26年 1 月 16 日リース車の軽

トラックを走行中、美唄市茶志内町 1区 美

唄市一般廃棄物最終処分場搬入道路において

塵芥車と接触し、軽トラックはフロント部分

が破損し、塵芥車は一部が破損したものであ

ります。 

この事故に関しては、公益社団法人 全国市

有物件災害共済会の自動車損害共済により対

応し、軽トラックと塵芥車に係る損害賠償の

額の決定について、地方自治法の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

次は、議案第 39 号美唄市字の名称及び区域

の変更の件であります。 

本件は、道営経営体育成基盤整備事業の換

地処分に伴い、事業区域に所在する名称の異

なる字の区域を変更するため、地方自治法の

規定により議会の議決を求めるものでありま

す。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 ただいま提案理由の説

明がありました議案第 32 号ないし議案第 39

号の以上８件については、大綱質疑にとどめ、

所管の常任委員会に付託の上、審査すること

にいたします。 

これより議案第 32 号ないし議案第 39号の

以上８件について一括大綱質疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

よって、議案第 32 号及び議案第 33号の以

上２件は総務・文教委員会に、議案第 34 号な

いし議案第 39号の以上６件は産業・厚生委員

会にそれぞれ付託の上、審査することにいた

します。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 24、議案

第 40 号平成 26 年度美唄市一般会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

本件に関し、提案理由の説明を求めます。

市長。 

●市長高橋幹夫君（登壇） ただいま上程さ

れました議案第 40 号平成 26 年度美唄市一般

会計補正予算第１号について、提案理由をご

説明申し上げます。 

本件は、第 1 条歳入歳出予算、第２条地方

債について補正しようとするものであります。 

第１条歳入歳出予算の補正につきましては、

歳入歳出の予算総額に、それぞれ 2,473 万

9,000 円を増額補正し、補正後の予算総額を

170 億 2,382 万 4,000 円にしようとするもの

であります。 

補正内容は、歳出では、総務費に、自主防

災組織２団体に対し、防災資機材を貸与し、

地域の防災力向上を図るため「地域防災事業」

を増額計上いたしました。 

衛生費には、軽トラックと塵芥車の交通事

故に対する災害共済金の対象外分について、

市から賠償金として支出する「ごみの減量

化・再資源化推進事業」を増額計上いたしま

した。 

労働費には、緊急雇用対策として、サイク

リングや冬のアクティビティなどのスポーツ

観光における受入環境整備を進めるため、必

要な知識・経験を習得させ、コンシェルジュ

ガイド及びコンシェルジュガイドの業務を補

助する者を養成し、雇用の創出を図る「コン

シェルジュガイド等養成事業」を、また、外

国人観光客等の受入れ、誘致するための環境

整備を進めるため、観光客が滞在する宿泊施

設である「ピパの湯ゆ～りん館」において、

専門知識や英語などの語学に堪能なスタッフ

を養成し、雇用の創出を図る「外国人観光客

等受入対応スタッフ養成事業」をそれぞれ計

上いたしました。 

農林費には、「経営所得安定対策」における、

畑作物の直接支払交付金の対象面積の確定に

必要な経費に対し支援する「経営所得安定対

策事業」を増額計上するとともに、人・農地

プランに位置付けられた経営体が行う、農業

用機械等を導入する際の融資残に対して、経

営体育成支援計画に基づき支援する「経営体

育成交付金事業」を計上いたしました。 

商工費には、交流拠点施設に設置している

中央監視装置が故障したため部品交換を行う

ほか、交流拠点施設送迎バスについて、購入

価格や将来的な維持管理経費等を勘案し、新

車のマイクロバスを購入する「交流拠点施設

整備事業」を増額計上いたしました。 

歳入には、対応する財源として、道支出金、

繰越金、諸収入、市債をそれぞれ計上するも

のであります。 

第２条地方債の補正につきましては、本歳

入歳出予算に計上している「交流拠点施設整

備事業」について、事業の実施に伴う財源と
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して「過疎地域自立促進特別事業債」を 170

万円、「交流施設整備債」を 200 万円増額発行

するため、それぞれ地方債の限度額の変更し

ようとするものであります。 

よろしくご審議をお願いいたします 

●議長内馬場克康君 諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明のありました議案

第 40 号については、大綱質疑にとどめ、後ほ

ど設置いたします特別委員会に付託の上、審

査することにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

これより議案第 40 号について大綱質疑を

行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、大綱質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

議案第 40 号については、13 人の委員をも

って構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することにいたしたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

ただいま設置されました予算審査特別委員

会委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、 

倉本賢議員、長谷川吉春議員、 

谷村知重議員、丸山文靖議員、 

本郷幸治議員、森川明議員、 

吉岡文子議員、桜井龍雄議員、 

金子義彦議員、高田正則議員、 

五十嵐聡議員、小関勝教議員、 

土井敏興議員の以上 13人の議員を指名い

たします。 

 

●議長内馬場克康君 以上をもって、本日の

日程は全部終了いたしました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

大変ご苦労様でした。 

 

   午前１０時２９分 散会 
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